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午前10時00分開議 

○議長 横尾 武志君   

 おはようございます。 

 ただいま出席議員は１３名で会議は成立いたします。それでは、直ちに本日の会

議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

○議長 横尾 武志君   

 お諮りします。日程第１、議案５９号から日程第１２、意見書案第６号までの各

議案及び意見書案については、それぞれの委員会に審査を付託しておりましたので、

これを一括して議題とし、それぞれの審査結果の報告を求めたいと思いますが、ご

異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 それぞれの委員長から、審査結果報告書及び閉会中の継続審査申出書が提出され

ておりますので、書記にこれを朗読させ、報告にかえます。 

 書記に朗読を命じます。書記。 

〔朗 読〕 

……………………………………………………………………………… 

 報告第９号 

平成２２年６月１７日 

 芦屋町議会議長 横尾 武志殿 

総務財政常任委員会委員長 室原 健剛 

総務財政常任委員会審査結果報告書 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則

第７７条の規定により報告します。 

記 

 議案第５９号 芦屋町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正する条例

の制定について、原案可決 

 議案第６０号 芦屋町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、原案可決 

 議案第６１号 芦屋町一般職職員の退職手当に関する条例及び芦屋町企業職員の

給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、原案可決 

 議案第６３号 平成２２年度芦屋町一般会計補正予算（第１号）について、原案

可決 

 議案第６５号 平成２２年度芦屋町モーターボート競走事業会計補正予算（第１

号）について、原案可決 

 議案第６７号 専決処分事項の承認について、承認 

 意見書案第４号 不法係留船対策の促進を求める意見書について、原案可決 

 意見書案第５号 住民の安全・安心を守るため、遠賀川の管理は引き続き国が行

うことを求める意見書について、原案可決 

……………………………………………………………………………… 

 報告第１０号 



平成２２年６月１７日 

  芦屋町議会議長 横尾 武志殿 

民生文教常任委員会委員長 小田 武人 

民生文教常任委員会審査結果報告書 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則

第７７条の規定により報告します。 

記 

 議案第６２号 芦屋町交通安全推進協議会設置条例の一部を改正する条例の制定

について、原案可決 

 議案第６３号 平成２２年度芦屋町一般会計補正予算（第１号）について、原案

可決 

 議案第６４号 平成２２年度芦屋町国民宿舎特別会計補正予算（第１号）につい

て、原案可決 

 議案第６６号 専決処分事項の承認について、承認 

 意見書案第６号 「拡大生産者責任」「デポジット制度」の導入で循環型社会の

再構築を求める意見書について、原案可決 

……………………………………………………………………………… 

平成２２年６月１７日 

  芦屋町議会議長 横尾 武志殿 

総務財政常任委員会委員長 室原 健剛 

閉会中の継続審査申出書 

 本委員会は審査中の下記の事件について、次のとおり閉会中もなお継続審査を要

するものと決定したので、会議規則第７５条の規定により申し出ます。 

記 

 「企画調整に関する件」「町財政に関する件」「消防及び災害防止等に関する

件」「税制に関する件」「建築及び土木に関する件」「河川に関する件」「道路整

備に関する件」「芦屋橋に関する件」「国道４９５号線に関する件」「芦屋港湾に

関する件」「上下水道に関する件」「競艇に関する件」及び「各種施策の見直しに

関する件」については、閉会中に審査を要するものと決定したので、会議規則第７

５条の規定により申し出ます。 

……………………………………………………………………………… 

平成２２年６月１７日 

  芦屋町議会議長 横尾 武志殿 

民生文教常任委員会委員長 小田 武人 

閉会中の継続審査申出書 

 本委員会は審査中の下記の事件について、次のとおり閉会中もなお継続審査を要

するものと決定したので、会議規則第７５条の規定により申し出ます。 

記 

 「戸籍等各種届け出及び申請事務に関する件」「保健、健康及び国民健康保険に

関する件」「福祉政策及び介護保険に関する件」「環境政策に関する件」「公営住

宅に関する件」「農業、漁業及び商工振興に関する件」「観光に関する件」「観光

振興に関する件」「医療及び医療行政に関する件」「教育振興に関する件」及び

「各種施策の見直しに関する件」については、閉会中もなお継続審査を要するもの

と決定したので、会議規則第７５条の規定により申し出ます。 



……………………………………………………………………………… 

平成２２年６月１７日 

  芦屋町議会議長 横尾 武志殿 

議会運営委員会委員長 松上 宏幸 

閉会中の継続審査申出書 

 本委員会は、「議会運営に関する件」「議会の会議規則委員会に関する条例等に

関する件」及び「議長の諮問に関する件」については、閉会中に審査を要するもの

と決定したので、会議規則第７５条の規定により申し出ます。 

……………………………………………………………………………… 

○議長 横尾 武志君   

 以上で、朗読は終わりました。 

 ただいまから、それぞれの審査結果の報告について質疑を行います。 

 まず、総務財政常任委員長に対する質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ないようですから、総務財政常任委員長に対する質疑を打ち切ります。 

 次に、民生文教常任委員会委員長に対する質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ないようですから、民生文教常任委員会委員長に対する質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 ただいまから、討論を行います。日程第１、議案第５９号から日程第１２、意見

書案第６号までの各議案及び意見書案について、順不同により討論を許します。今

井議員。 

○議員 ７番 今井 保利君   

 日程第６、町長提出議案第６４号平成２２年度芦屋町国民宿舎特別会計補正予算

（第１号）について、賛成の立場から討論を行います。 

 国民宿舎は、開設以来多くのお客様を迎えている施設で、本来、今年度予算で、

建物全体の今後の基本設計を行う年でした。しかし、この基本的な長期の建物の診

断の予算は計上できませんでした。そして、今回この地域活性化策、この補助金が

使えることを理由に、緊急的なおふろの一部分の改修を行う議案です。この必要性

については、委員会で十分検討し、この議案には賛成をいたします。 

 しかし同時に、今後の国民宿舎のあり方を、本当に議論する時期にきていること

も示唆しております。国民宿舎には、国や県の補助金は本来つきません。たまたま

今回、国の地域活性化という基盤のお金、補助金がついて、やっとおふろの一部が

改修できた、回収できる予定ですね、これから。 

 今後、町単独の予算で国民宿舎を維持管理しなければいけません。あと１０年も

すれば当然、全体の建てかえの必要性も出てきます。これらの原資はどこにあるの

でしょう。同時に、指定管理で今運営しているところから入っているお金７,００

０万円も更新時期を迎え、今後の更新については減少することは、火を見るよりも

明らかです。今現在でも、この７,０００万円では、足りずに税金から補助手差し

をしているのに加え、さらに税金を投入しなければ維持できない現実が見えてきま

す。それでは、償還すべき借入金を払い終わるころに芦屋町に何が残るんでしょう。 

 他の大型施設も含めて、同じ事が言えます。必要、不必要を各施設について、議



論すべき、検討するべき時期にきていることを問題として提起して、私の賛成討論

を終わります。 

○議長 横尾 武志君   

 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ないようですから、以上で討論を終わります。 

 ただいまから採決を行います。 

 お諮りします。まず、日程第１、議案第５９号について、委員長報告のとおり原

案を可決することに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります。よって、議案第５９号は原案を可決することに決定いたし

ました。 

 次に、日程第２、議案第６０号について、委員長報告のとおり原案を可決するこ

とに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります。よって、議案第６０号は原案を可決することに決定いたし

ました。 

 次に、日程第３、議案第６１号について、委員長報告のとおり原案を可決するこ

とに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります。よって、議案第６１号は原案を可決することに決定いたし

ました。 

 次に、日程第４、議案第６２号について、委員長報告のとおり原案を可決するこ

とに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります。よって、議案第６２号は原案を可決することに決定いたし

ました。 

 次に、日程第５、議案第６３号について、委員長報告のとおり原案を可決するこ

とに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります。よって、議案第６３号は原案を可決することに決定いたし

ました。 

 次に、日程第６、議案第６４号について、委員長報告のとおり原案を可決するこ

とに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります。よって、議案第６４号は原案を可決することに決定いたし

ました。 



 次に、日程第７、議案第６５号について、委員長報告のとおり原案を可決するこ

とに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります。よって、議案第６５号は原案を可決することに決定いたし

ました。 

 次に、日程第８、議案第６６号について、委員長報告のとおり承認することに賛

成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります。よって、議案第６６号は承認することに決定いたしました。 

 次に、日程第９、議案第６７号について、委員長報告のとおり承認することに賛

成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります。よって、議案第６７号は承認することに決定いたしました。 

 次に、日程第１０、意見書案第４号について、委員長報告のとおり原案を可決す

ることに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります。よって、意見書案第４号は原案を可決することに決定いた

しました。 

 次に、日程第１１、意見書案第５号について、委員長報告のとおり原案を可決す

ることに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります。よって、意見書案第５号は原案を可決することに決定いた

しました。 

 次に、日程第１２、意見書案第６号について、委員長報告のとおり原案を可決す

ることに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります。よって、意見書案第６号は原案を可決することに決定いた

しました。 

 次に、それぞれの常任委員長及び議会運営委員長から閉会中の付託案件について、

それぞれ再付託の要望がなされております。つきましては、これを要望のとおり再

付託することといたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 以上で採決を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長 横尾 武志君   

 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 



 なお、可決いたしました意見書は、議長から関係機関に送付することといたしま

す。 

 これをもって本日の会議を閉じ、あわせて平成２２年度芦屋町議会第２回定例会

を閉会します。 

 長期間のご審議、お疲れさまでした。 

午前10時17分閉会 

────────────────────────────── 

 


